
第１章　序　論

１．１　研究の背景と目的
　戦後の高度成長期以降、モータリゼーションに

より人々のライフスタイルは大きく変わったが、

その変化は住まい方を変え、まちを変えた。さら

に鉄道や幹線道路の整備や逆に経路の変更や廃止

といった交通体系の変化は、大規模にまた急速に

まちの変化の加速度を増した。山間地の人口減少

と同時に中心市街地も住宅地の郊外化により、人

口が急速に減った。また郊外に連なる広幅員の幹

線道路の沿線には、大規模な駐車場を兼ね備えた

ロードサイドショップが出店していった。その結

果、日本の地方は、山間部の過疎と地方都市の中

心市街地の衰退を招き、雑然とした個性のない郊

外が出現することとなった。つまり、都市部の郊

外に住宅地が開発されてきたことによって山間部

と中心市街地の過疎化を招いたともいえる。

　商店街では、郊外の大型店との競争に敗れた店

舗が店を閉め、空店舗が目立つようになり、伝統

的中心商店街は賑わいを失い衰退する一方である。

また、中山間地のまちでも都市郊外の新興住宅地

へ若い世代は住まいを求めて出ていき、活気を

失ったのである。いずれも、高齢者の日常生活を

不便にし、様々な弊害を生じさせた。古びた家、

昔ながらのまちなみを良としない風潮や都会の洋

式化したライフスタイルこそ望ましいものとした

考え方は高度経済成長期に、建物やまちだけでな

く地域の大切な伝統文化までに大きな打撃を与え

た。その一つとして、歴史的にも長く続いている

伝統的な祭りなどの文化があるが、その継承が近

年困難になってきている。このように、地域の中

心部が衰退すると、その地域に住む人々の安全で

便利な生活が脅かされ、さらには、その地域の長

い歴史の中で育まれ発展してきた文化の継承さえ

も危ういものにしてしまった。

　このような状況の中、最近「町並み保存」「景観

保存」「建築の保存―再生」といった言葉をよく耳

にするようになった。京都、奈良、鎌倉といった

古都に限らず、全国の様々な市町村でも自分の足

もとの地域を見直し、そこから地域の特性を引き

出し、これを未来的視野に立って伸ばし育てよう

とする様々な「まちづくり」が行われてはじめた。

特に旧街道沿いや昔からの商業地や宿場で地域の

活性化に向けて、様々な試みがなされている。そ

の一つとして、その地域の持つ歴史的なまちなみ

を活かしたまちづくりにより、まちを快適に美し

く活性化しようとする動きがある。

　本研究では、鳥取県倉吉市、鹿野町、智頭町を

例にあげ、歴史的なまちなみを活かしたまちづく

りによって引き起こされた特徴を見つけ出し、そ

のまちなみを活かしたまちづくりが旧中心市街地

の再活性化策として、また旧宿場町や農村集落の

中心地がどのような過程で活気を取り戻しつつあ

るのか、どのようなことが有効であったのかを把

握する。本研究によって得られる知見は、今後、

他の普通の地方都市やまちで快適で暮らしやすい

再活性化策として行われるまちづくり活動の指針

となれば幸いである。

１．２　研究の方法
　初めに、文献や既往研究によって、戦後（昭和

の市町村大合併）以降、地方の地域で起こった中

心地衰退のメカニズムを把握する。それらを元に、

特に鳥取県倉吉市、鹿野町、智頭町について、人

口統計、商業統計で地域の中心部の衰退の流れを
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知る。さらに、歴史的なまちなみを生かしたまち

づくりが商業に与えた影響と、地域住民のまちづ

くりに対する意識を知るために、歴史的まちなみ

が残る地域の住民に対してアンケート調査、ヒア

リング調査を実施した。これらの調査をもとに、

歴史的なまちなみの再生によるまちづくりのプロ

セスを把握、追及することで、歴史文化の見直し

が地域の中心部を活性化させるメカニズムを明ら

かにする。

１．２　既往研究のレビューと本研究の位置付け
　歴史的まちなみ再生に関するまちづくりの研究

は大きく分ければ２つのアプローチがある。①歴

史的なまちの形成過程や保存・再生に関するもの、

②中心市街地の商店街の衰退と活性化へ向けての

まちづくりに関するものなど、歴史・文化性を重

視したものと消費・商業活動に視点をおいたもの

に分けることができる。①の例とすれば古くは歴

史的まちなみ保存を提唱した太田博太郎の「歴史

的風土の保存」１９８１「妻籠宿保存・再生のあゆみ」

１９８４（彰国社）、稲垣栄三「文化遺産をどう受け継

ぐか」１９８４（三省堂）や都市の保存修景を唱えた

西川幸治「都市の思想」１９７３（���ブックス）

などがある。また、都市の歴史的形成過程を古文

書、古地図などから検証した研究として高橋康夫、

吉田伸之らの「日本都市史入門」全３巻東京大学

出版会１９８９，１９９０、伊藤毅「都市の空間史」２００３

吉川弘文館がある。さらには文化庁の補助事業

「伝統的建造物群保存対策調査」を対象候補地のあ

る各市町村で１９７３年以降１００地区以上について調査

がなされ報告書が刊行されている。②の例として

は、矢作弘「都市はよみがえるか　地域商業とま

ちづくり」１９９７（岩波書店）、簑原敬らによる「街

は要る－中心市街地活性化とは何か」２０００（学芸

出版社）、池澤寛「市民のための都市再生－商店街

活性化を科学する」２００２（学芸出版社）等、疲弊

した商店街の問題点の検証と海外の成功事例など

から活性化の方法論を展開している。小林重敬ら

による「既成市街地の再構築と都市計画」１９９９

（ぎょうせい）も大都市と地方都市の中心市街地の

問題点を分けて事例を中心に論じている。

　これらの研究によって、モータリゼーションは

郊外に大規模小売店舗を立地させ、その地域の既

存商店街の衰退をもたらす、ということが示され

ている。そのためにはまちの個性化が必要だと説

いている。①②の両者を踏まえたまちづくり研究

は佐藤滋らによる「まちづくりの科学」１９９９（鹿

島出版会）や歴史的まちなみを活かしたまちづく

り研究として西村幸夫「町並みまちづくり物語」

１９９７（古今書院）、「環境保全と景観創造」１９９７
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図１　調査対象市町村位置図　（鳥取県統計資料より作成）



（鹿島出版会）などがある。

　歴史的なまちなみに関する研究としては、その

形態の特徴について述べたものが多いが、１９９５年

以降の日本建築学会、日本都市計画学会の論文集

から検索すると次のようなものがある。伝統的建

造物群（伝建地区含む）に関するものが３３件、町

並み（街並み含む）１５件ある。本稿に類似する伝

建地区ではない地域もふくめた研究としては福本

佳世、土肥博至らによる研究や地方の中心市街地

のまちづくり研究として志村秀明、佐藤滋らによ

る研究がある。また、地方の都市に特化した研究

として近江八幡市を対象とした金弘己、宗本順三

らによるもの、北海道対象にした越野武、角幸博

ら、金沢を中心とした小林史彦、川上光彦らの研

究がある。

　しかし、歴史的なまちなみを活用したまちづく

りについて、伝統的建造物群保存地区外の地域を

取扱った研究はまだ少ない。また商店街の活性化

についても全国的に深刻な状況があるにもかかわ

らず、地方の中小の都市や町までは研究の対象に

なるところは極めて少ない。

　そこで、歴史的なまちなみを生かした地域のま

ちづくり活動に筆者自らも関わった鳥取県の３地

区について現状とその地域の変容について分析し

研究することとした。本研究は、今後、地方の小

都市、町村で地域の自立をめざしたまちづくりの

方向を探る上で重要な指針を得るものである。

第２章　歴史的まちなみ再生のめざすもの

２．１　中心市街地衰退のメカニズム
　全国のどこの商店街でもシャッターを下ろした

ままの商店が目立ち、地方都市の中心市街地では

深刻な問題が生じている。バブル経済の崩壊以降、

中心市街地の衰退とその活性化という視点から、

ようやく地方の都市問題も取り上げられるように

なった。しかし、バブル崩壊前からモータリー

ジェーションによるライフスタイルの変化によっ

て、地方の中心市街地の衰退は既に始まっていた。

昭和５７年から６０年までの３年間で全国の商店数１７２

万店の５％を上回る９万３千店もが減少した。こ

れは、いわゆる大店法（大規模小売店舗法）の規

制緩和がもたらしたものといえる。なぜなら、売

場面積の増加が顕著な県ほど店舗数の減少が見ら

れるからである。郊外の大規模店舗の進出が一気

に中心商店街の店舗を減少させたかのように見え

るが、その構造変化は、急激に起きたものではな

く、小さな構造変化が徐々に積み重なって起きた

と考えるべきである。

　戦後から特に高度経済成長期以降、日本の社会

は、車社会へと移行して交通体系がかわり、それ

に伴って都市構造も、車社会に対応したものと

なった。都市の郊外に住宅地が開発され、宅地化

が進んで、市街地の人口が都市中心部から郊外へ

と移動した。広幅員の幹線道路が造られ、その沿

線に大規模な駐車場を備えた店舗が立ち並んで

いった。これが、日本の地方都市中心部の衰退に

関して、一般的に言われていることである。

　しかし、この一般的に言われている地方都市の

変化を商業の視点からもう少し詳しく見てみる必

要がある。

　図２は、大店法に定められる第１種大型店が①

都市規模別に、②どういう立地条件に進出したか

を調べて、それを棒グラフに表現したものである。

これをみると、１９９１～９５年（Ｈ３～７）の大型店の

立地状況が１９７５年以前にくらべて激変している。

７５年（Ｓ５０）までは、人口１０万人以上都市の中心

市街地（駅前とその近辺、商店街）に立地が多

かった。ところが９１年～９５年には、この地域への

大型店進出が大きく減っている。逆に９１～９５年に

は、人口３０万人未満都市の郊外（郊外住宅地、郊

外幹線道路沿い）に大型店が大量出店している。

とくに、人口５万人未満の地方小都市、それも郊

外幹線道路沿いでの立地が突出している。

　この原因は、９０年頃までは大型店が出店するに

あたって、中心市街地には市役所、病院、文化施

設などがあり、まだ中心部周辺の環境から得られ

るメリットが大きかったからである。ところが、

その後郊外の宅地開発が進み、まちなかのあった

病院や官庁、文化施設も広い敷地を求めて、郊外

に建設されるようになった。人が中心部から郊外

に移動しさらに地価が中心部よりも安いことも

あって、大型店の郊外進出を促したものである。

　結局、行政も市民もこぞって○○万人構想との

右肩上がりの計画のもとに、郊外の宅地開発を押

し進め、車社会の進展ともあいまって限られた人

口を郊外に移動させたのである。限られたパイで

あったこと認識する間もなく、公共施設、利便施
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図２　激変した大型店の進出先

注１．１９９５年１０月１日現在
　２．出店年と立地類型が明らかな第一種大型店を対象とした
　３．国民金融公庫調べ

『地方都市再生への条件』：矢作弘　岩波ブックレット ���４７９　１９９９年



設も郊外に立地させ人とともに賑わいも中心市街

地から奪った。

　集まる人々は買い物をするという行為だけでな

く、ショッピングを核としながら飲食や映画、演

劇などの趣味娯楽も含んだ複合的な「楽しみ」を

求めていた。しかし、ドアツウドアの車社会に

なって、買い物だけ、映画だけといった単一的目

的のみの行動によってものごとが片づけられ、中

心市街地の持つ多目的で複合的な魅力そのものも

施設の郊外化により大幅に減り、急速な衰退をし

たのである。

　周辺農村部でも都市郊外の住宅団地に若い世代

は出て行き、残っている住民たちも町や村の商店

ではなく都市の中心市街地の商店街ではない、郊

外の大規模店、ショッピングセンターで買い物を

すますこととなり、中心市街地は衰退していった

のである。

２．２　中心市街地再生の必要性
　それでは、なぜそんな衰退した中心市街地の活

性化を考える必要性があるのだろうか。それは、

当然のことだが、地域住民のためにどれだけ必要

な存在であるかにかかっている。商店街が、商売

だけの商店群として立地しているだけであれば、

それは街にとって必ずしも必要な存在ではないか

もしれない。そして、早晩、消費者はみんな郊外

の店舗に行き、商店街は消える。本当にそうなっ

てしまってもいいのか。商店街が本当に必要ない

のかと問いかけた時、それは単なる必要論ではわ

り切れない何かが残る。

　何かとは長い歴史の積み重ねの中で、生活が見

え隠れするなじみの町家の「界隈空間」であり、

複合的で多目的な「散策空間」であるといえる。

お寺や神社、銭湯や散髪屋、地蔵さんに裏通りの

白壁土蔵がつづき、昔ながらの水路が流れ、そこ

に架かった小さな橋の上でホッとするくつろぎの

時が流れる。郊外のショッピングセンターではと

ても真似することのできない、街と融合したぜい

たくな空間と時間を提供するのが伝統的な中心市

街地の商店街ではなかろうか。

　したがって、商店街とは単なる買い物をする場

だけでなく、正に街と一体になった「暮らし」の

場でもあり、「賑わい」「くつろぎ」「楽しみ」と

いったものが包括されている空間のこというので

ある。

　そんな商店街も２０００年の商店街実態調査（中小

企業庁）によると、わずか２．２％しか繁栄していな

い。

　今のままでは、商店街の輝いていた昭和３０年代

の、あの魅力ある空間や、中世の町家に発する住

商一体の美しい風格のある街並みなど、日本人が

生み出した数少ない都市文化としての商店街が消

え去ろうとしている。

　商店街はわが国のまちづくりに欠かせない都市

装置であり、固有の地域アイデンティティを形成

する商業空間である。そして、この商業空間の文

化は計画的に作ろうとしてできるものではない。

自然発生的に長年かかってできてきた社会資産で

あるが、放置すると滅び去ってしまう。

　再生可能なうちに、それぞれの地域が創ってき

たオリジナルな空間文化、社会資産を大切にしな

がら、商店街を地域商業の共有財産として捉え、

その永続を通じて、まちの中心性を保ち、地域社

会のサステイナビリティ（持続性）を担保してい

くことが求められる。

２．３　歴史的まちなみ再生の意味
　戦後の高度経済成長、モータリゼーションは

人々のライフスタイルを変え、多くの面で生活を

豊かにした。しかし、一方で中心市街地の急激な

衰退や山間地域の過疎化を招いた。そして、地方

では急速な開発ラッシュにより豊かな自然環境や

古くからの歴史的環境の破壊が進み、開発反対や

環境保全の活動が活発化した。

　１９６０年代になって、広範な市民運動として、歴

史的環境保存活動が展開された鎌倉の鶴岡八幡宮

裏山の開発問題（１９６４～６５）、京都タワー建設を

めぐる反対運動（１９６４）など日本の東西の古都で

起こった。こうした市民運動の大きな成果として、

京都・奈良・鎌倉選出の国会議員による議員立法

により「歴史的風土の保存に関する特別措置法」、

いわゆる「古都保存法」が１９６６年に制定された。

　その後、全国各地で住民による町並み保存運動

がおこった。１９６７年に長野県南木曽町妻籠宿で始

まったこの取り組みは、最初に住民自らが地域社

会のあり方を問い、失われて行く歴史的建造物や

町並みの保存に立ち上がった。これ以降、倉敷川

畔保存委員会（１９６８）、川越郷土保存会（１９６９）、
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奈良井宿保存会（１９６９）など全国に歴史的な町並

みを保存する母体が出来、１９７４年の全国町並み保

存連盟の結成へとつながっていく。

　こうした取り組みは、最初に住民自らが地域社

会のあり方を問い、失われていく歴史的建造物や

町並みの保存に立ち上がったものである。

　この結果、１９７５年に文化財保護法が改正され、

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成して

いる「伝統的建造物群保存地区（以下伝建地区と

いう）」の制度化へ発展した。そこでの住民活動に

対する建築の専門家や研究者の協力、行政側の支

援は、こうしたまちづくり萌芽期における市民連

帯を象徴するものであった。

　歴史的町並み保存は地方小都市の中心市街地の

活性化問題といった眼前の課題にとどまることな

く、地域の生活の再生、地域の原風景の回復が構

想されなければならない。

　町並みには人が住んでおり、生活がある。地方

小都市で市街地の再生が成功している、長浜、川

越、小布施といったところはそれぞれの歴史を検

証し、独自に持っている他で真似できないかつて

栄えてきた文化や歴史をいかしてまちづくりを

やってきている。単に伝統的な町並みを歩き鑑賞

するものであれば、映画のセットとかわらないつ

まらないものとなってしまう。地域の生活が地元

の歴史や文化さらには周辺の豊饒な自然環境をう

まく活かしたものであることを感じ、そのことを

愉しむことが「歴史的まちなみ再生」のめざすと

ころである。

　伝統的地域社会の慣行と思考様式は、私たちの

行動様式にもさまざまな形で残存しており、これ

を継承していくことで商店街や村落の共同意識を

深め、高度経済成長とともに失ったコミュニティ

の絆を強固なものにしていかなければならない。

第３章　倉吉打吹地区について

３．１　調査対象打吹地区の位置づけ
　倉吉市打吹地区は、近世以降城下町形成し、元

和の一国一城令（１６１６）以降は商人町として発展
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図３－１　倉吉市打吹地区位置図



した倉吉の中心地区である。また、江戸末期から

明治時代までは倉吉の主要産業である稲扱千刃、

綿織物、倉吉絣等の生産販売の全国的な流通拠点

として栄えた。しかしその後の産業革命に乗り遅

れ、また戦後、商活動の中心も移動したことによ

り、商店街としての衰退が著しく、さらにモータ

リーゼーションによる国鉄倉吉線の廃止や国道９

号線近くの土地区画整理事業などによるロードサ

イドビジネスの進展などにより壊滅的なまでに

なっている。

　こうした地域的状況の中で、商店街の疲弊だけ

でなく住環境上の問題も含めて打吹地区全体の活

路を見いだすため、伝統的建造物群を地域の伝統

的観光資源として有効に整備するなどして、商店

街の賑わいを復活させようとこの地域では模索し

ている。

　この地区は伝統的建造物群の指定を念頭に置き

ながら実施した『倉吉商家町並保存対策調査報告

書』昭和５５年（１９８０）、住環境モデル事業などを検

討するために実施した『住宅建設事業調査報告書』

昭和６０年（１９８５）や鳥取県中小団体中央会の助成

を受けて実施した『活路開拓ビジョン調査事業報

告書』平成１１年（１９９９）の調査エリアがほぼ一緒

で経年的比較が行いやすい地区であり、平成１０年

９月に文化庁より正式に決定された重要伝統的建

造物群保存地区（４．７��）を内包し、選定の過程で

調査した地域もカバーしている。

３．２　人口・世帯数等の特性
　３．２．１　総人口および世帯数の推移
　倉吉市総人口は昭和３０年の灘手村合併以降，

昭和４５年（１９７０）を除き５万人をキープしてい

たが、昭和６０年（１９８５）より僅かづつ減少し、

平成１２年（２０００）の国勢調査以降では　５万人

台を割っている（図３―２）。

　しかし、逆に６５歳以上の高齢者は昭和４０年

（１９６５）の４，３４６人が約２．７倍の１１，６２０人となり、

高齢化率は平成７年（１９９５）より２０％を超えて

いる。１５歳未満の年少人口は昭和４０年（１９６５）

の１３，１２２人が平成１２年（２０００）には７，４１２人ま

で減少している。

　また、世帯数については人口が横ばいにもか

かわらず、増え続け単身独居、核家族化が進行

している。昭和４０年（１９６５）の１２，０２１世帯が平

成１２年（２０００）には１６，５６３世帯と約１．４倍と

なっている（図３―３）。

　　

　３．２．２　打吹地区中心部人口の推移
　図３―４で示すとおり、倉吉市の中心部であっ

た打吹地区の人口減少がいかにすさまじいかが

よくわかる。昭和４０年（１９６５）、約２，８００の人口

が平成１２年（２０００）には９８３人で１，０００人を下ま

わり、昭和４０年（１９６５）を１００とすれば、３５．４

で約１／３に減っている。昭和３０年代の打吹地

区のデータが見つからなかったがあれば、その

割合はもっときびしいものである。
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図３－２　倉吉市人口推移

図３－３　倉吉市における人口と世帯数の変化



　３．２．３　町内別人口の推移
　倉吉市全体と打吹地区の推移を見たが、さら

に詳しく対象の１０町内の変化を見てみる（図３

　―５）。１０町内とも、どの町内も大きく減少して

いるが、その中でも打吹地区の中心である東仲

町、仲ノ町と研屋町の減少が大きい。平成１５年

１０月現在、東仲町は、昭和４０年の２４７人が７６人

で、仲ノ町は４５８人が１０２人となり、昭和４０年人

口の約３割前後しかない。本町通りから成徳小

学校へ抜ける都市計画道路整備の移転収容者１

家族分も含まれる。

　また、研屋町は２０６人から７１人で、２２％まで

落ち込んでいるが古い狭隘な借家からの移転転

出が多かったと思われる。全体の落ち込み平均

が３５．４％であるから、紛れもなくこの地区から

人がいなくなったのである。

３．３　アンケートによる居住の実態と意識の変化
　３．３．１　調査地域の居住形態
　図３―６は１９８４年の打吹地区の居住の形態を

示したもので、人口は既に減りつつあったもの

の、商業併用の住宅が本通りの商店街に

ビッシリ張り付いている。

　しかし、２００３年にはその商業併用の住宅は専

用の住宅に変わり、しかも空き家がかなり見ら

れるようになっている（図３―７）。

　住居専用住宅が商業店舗併用住宅を上回り、

名ばかりの店舗が増えている。回答のあった２１８

世帯のうち、１０３世帯が住居専用で商業専用は１７

世帯のわずか７．８％であり、商店街というより住

宅街になりつつある。
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図３－４　倉吉市と打吹地区の人口推移

図３－６　建物の利用状況（１９８４年）

図３－７　建物の利用状況（２００３年）

図３－５　倉吉打吹地区町内別人口変動



　３．３．２　土地利用の形態、業務の形態の変遷
　建物の利用形態でわかるとおり、中心的な商

店街であったこの打吹地区は、今では商業地区

としての役割は終わったといっても図３－８の建

物の全般的用途の示すとおり、過言ではないだ

ろう。

　また、打吹地区内の伝統的建造物群保存地区

にあった伝統的な白壁土蔵の内、老朽化して危

険だとして壊され、空き地や、舗装して駐車場

として使われているものもある。

　その変化の様子を表したのが図３―９と図３―

１０である。

　残念ながら滅失された住宅数、付属する土蔵

の数を把握していないが、まちなみ保存の動き

がではじめた１９８４年以降にもかなりの伝統的な

家屋の解体が進んでいる状況がわかり、とても

残念なことである。

　３．３．３　まちに対する意識の変化
　現在、そのようなまちの状況にあるが今から

２５年前、昭和５４年（１９７９）に今回の調査対象地

区とほぼ同じ地区内２２５人から回答があった調査

では、倉吉の伝統や良さを生かした個性のある

まちづくりが必要３６％、玉川沿いや本町通り、

新町通りなど総合的に組み合わせたまちづくり

が必要２１．８％と倉吉独自のまちづくりを望む声

が多かった。

　平成１０年（１９９８）実施した同種のアンケート

調査では有効回答３４６の内、歴史や文化を活かす

こと、まちなみ整備が必要だとするものが

４３．６％地域内の相互協力、商業・サービス施設

の充実が２３．７％あった。歴史文化の必要性がや

や増えてきている。また、昭和５４年（１９７９）に

玉川沿いの白壁土蔵群について、倉吉の特徴あ

る風物の一つであるかとの質問に７２．９％の人が

そう思うと答えている。

　地域住民にとってそう思われている建物も個

人の財産であり、維持費用がかかるとか、所有

者が県外に出て帰る機会がないので老朽した建

物は壊すとかの意向が考えられるが、そのよう

な調査は行いにくく、実際にもされてない。た

だ、平成１５年５月に発生した伝建地区内での火

事の被災３戸のうち１戸の所有者は県外で、帰

郷、再建の意志もなく倉吉市に処分をゆだねて

おり、市ではまちづくりセンター（仮称）とし

て伝統的家屋を再建する計画である。

　さて、次に打吹地区の住民の建物に対する満

足度を２００２年のアンケート調査結果から見てみ

たい（図３―１１）。

　２１９回答のアンケートの内、６５票（３０％）が

この質問に無回答であったが、３９票（１８％）の

古いが満足という結果があった。

　町内ごとの大きな特徴として、魚町の比率が

３０％を越えているが、伝建地区内の店頭的建造
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図３－９　駐車場・車庫の分布（１９８４年）

図３－１０　駐車場・車庫，空地の分布（２００４年）

図３－８　建物の全般的用途



物所有者と考えられる。また、伝建地区ではな

い新町１丁目、３丁目でも２０％を超えるが寺、

神社の所有者の数も含まれる。

３．４　歴史的まちなみを活かした今後の方向
　３．４．１　歴史的なまちなと保存運動
　この地域の建物の年代をアンケートの結果で

見ると昭和の戦前に建てられたものが半数を上

回り、歴史のあるまちなみであることがわかる。

　そのうち、８戸は江戸時代で、２１戸は明治時

代、２７戸は大正時代のものである。やはり、伝

建地区内の東仲町に古いものが多く、江戸時代

３戸、明治時代５戸、続いて魚町の明治時代４

戸などである。

　倉吉市では、昭和５４年６月に倉吉商家町並保

存対策協議会を設置し、文化庁の国庫補助１２５万

円、鳥取県補助２５万円を得て、総額２５０万円の

予算で「倉吉商家町並保存対策調査」を行った。

これは、古い町並みを大切にし、保存しようと

いう声が地元から上がり、昭和５０年に発足して

いた伝統的建造物群保存地区制度の選定を視野

にいれた伝統的建造物の保存計画の可能性を検

討し、将来における保存計画策定上の基本的調

査として行われた。その後昭和５６年、鳥取県も

国土庁の定住構想推進調査費を得て「鳥取県中

部モデル定住圏における商家町並保存に関する

調査」を実施する他、昭和５９年には地区住民・

商工会議所・倉吉市などによって「倉吉古い町

並み保存会」が組織され、市の補助金を受けて

土蔵群の修復がはじまった。昭和５９年６棟、６０

年６棟、６１年５棟、６２年３棟の修復が実施され

た。また、昭和６１年本町通りから成徳小学校へ

抜ける都市計画道路整備が行われ、それにとも

なって生じた新しい道路沿いに昭和６２年に白壁

土蔵群と同じデザインで公衆便所とふるさと物

産館（現赤瓦８号館）がオープンした。この公

衆便所（昭和６２年度グットトイレデザイン賞を

受賞）について、建設から１８年経過したが、今

回あらためて考えを聞いた。

　地元住民にとって便利なったが７３％、観光客

に便利が９６％ととても高い評価を受けている。

地域のスポットとしても６６％の評価を受けてい

る。ただし、地域の業務・商業活動に刺激を与

えたものとはなっていない。

　このほか、衛生意識の向上を約６０％が認めて

いるが、旧市街地の回遊性までに寄与している

（２７％）とは考えられていない。

　特出すべきは、まち・建物をきれいにしたい
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図３－１２　打吹地区に整備された「公衆トイレ」に関して

図３－１３　「玉川沿いの白壁土蔵群」の改修が地域生活に与えた影響について

図３－１１　建物のの古さと満足度



気持ちが強くなった人が６２．４％もあったことで

ある。

　さて、次に伝建地区の中にある玉川沿いの白

壁土蔵群の改修について見る。昭和６０年頃の改

修よりむしろ玉川沿いにある赤瓦を中心とした

土蔵の改修、店舗への転用等を念頭においたも

のと考えられる。

　アンケートの数字を見ると観光地になって生

活のテンポが変わったとする意見は少なく

（６．７％）、生活者としての位置づけで見られてい

る。したがって、地域生活が前より生き生きし

てきたという意見も多くなく（２０．６％）、地域の

振興には至っていないことがうかがえる。逆に、

玉川沿いや商店街の散策が前より多くなったと

する意見が半数（５１．５％）を超えている。また、

この質問でも、まち・建物をきれいにしたい気

持ちが強くなった人が６割以上（６５．７％）もあり、

特に白壁土蔵群のある東仲町では８３．３％もあっ

た。ただ、土蔵は個人の私有財産でもあり、公

費の無駄使いという意見も公衆便所（１０．４％）

に比べ若干（１５．４％）だがあった。

　意見のわかれるところであるが、この土蔵群

は私有財産を超えた倉吉を特徴づける公共性の

高いものだとの意見がまちの中では多く聴かれ

た。

　３．４．２　「赤瓦」の設立と商店街の活性化
　第２章でふれた中心市街地衰退のお手本のよ

うに、倉吉の旧市街地の商店街は壊滅的状況に

なった。辛うじて伝建地区のある周辺の銀座通

り商店街、本町通り商店街等が残っているが、

このままでは、商売だけではなくて倉吉の町自

体がなくなるという危機感で、特定商業集積法

に基づく基本構想作成の勉強会を平成３年から

始め、平成５年１２月にまちづくり会社設立研究

会を設置したのが「赤瓦」設立のきっかけと

なっている。平成８年１０月にこの研究会グルー

プの事業計画に県、市が「先駆的商店街にぎわ

い創出モデル事業」を適用して、平成９年９月

に株式会社赤瓦（資本金３０００万円）として生ま

れた。もともと、とりあえずにぎわいを取り戻

す、よそから人を呼ぶ、あるいは倉吉に住んで

いる人間が街中をうろうろする、たまには近在

の人がやってくる、そういう場所にしなければ

いけないとの考えが出発点になっている。

　長浜の「黒壁」他、各地にいって勉強もし玉

川沿いの空家になっていた醤油蔵（現赤瓦１号

館）の有効利用を考え、平成９年にオープンした。

　さて、その「赤瓦」についての評価であるが、

聞き取りの結果、多くの住民は好意的であるが、

まだ十分地域に根付いた活動になってないと指

摘する意見もあった。しかしながら、やはりア

ンケートの結果は、地域のスポットになってよ

かったとするものが多く（７２．３％）、否定するも

のは少ない（７．２％）結果がでている。また、地

域の集客力は高められたとする意見も半数を超

えたが（５４．７％）が、地域の業務・商業活動に

良い刺激を与えたとするは２９．７％で、　否定する

考え（２０．６％）より多いものの半数は影響なし

の考えである。

　地域生活が前より生き生きしてきたという意

見は２９．０％で、地域の振興には至っていないこ

とがうかがえる。逆に、玉川沿いや商店街の散

策が前より多くなったとする意見は半数に近く

４７．０％で、否定の意見は１８．１％とやや少ない。

　３．４．３　歴史的まちなみ再生と伝建地区火災
　　　　　　復興
　まちなみを形成する要素は、住宅や土蔵等の

建物そのものだけでなく、道路・水路・公園・

商業利便施設等を含んだ物理的素材と風俗・習

慣・伝統など精神的素材を含んだ有形無形すべ

てを包括するもので、地域住民の日常的な生活

空間そのものである。
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図３－１４　「赤瓦」の成立が地域生活の営みに与えた影響について



　したがって、歴史的まちなみを再生するにあ

たっても一番重視されなければならないのは地

域住民の日常の生活空間である。歴史的なまち

なみ、建物を大切にし、保存しても住民にとっ

て不便で快適でないものであっては何もならな

い。ただ、歴史的なまちなみや景観は長い時間

かかって多くの人々の生活の中からにじみ出て

くるものである。そして、倉吉に生まれ育ち長

く住んで見慣れた風景は単なるノスタルジーを

超越した大きな精神的な価値となり、倉吉には

倉吉にしかない地域の遺伝子のようなものがそ

のまちなみに存在する。伝統的な家屋も歴史的

なまちなみもそっくりそのままに過去を凍結す

るのではなく、変化していく社会や文化あるい

は新しい技術も取り込んでいきながら、精神的

な価値を減じることなく最前の方向を模索して

いかなければならない。

　地域にとってとても大切にしてきた魂が入り

込んだまちなみ景観は、地域の人だけでなく他

の人々にも共感を呼ぶものである。

　その倉吉にとって倉吉の景観としてなくては

ならない伝建地区の一角でこの現地調査中の平

成１５年５月１３日未明火災があった。江戸時代末

期から明治、大正にかけての伝統的建造物を含

む４棟が全半焼した。伝建地区の中心地という

だけではなく、赤瓦３号館，７号館も含んだ人気

の観光スポットとして脚光を浴びつつあっただ

けに、関係者だけでなく、広く市民に衝撃をあ

たえた。

　その直後文化庁の現地調査のほか、鳥取県、

倉吉市とも復旧対策を協議した。

　ところが、行政以上に地元関係者はもちろん

のこと、匿名の市民から激励の手紙や寄付金が

火災直後から寄せられる現象がおきた。

　復興の資金集めのため、倉吉のまちなみの景

観を収めた写真集を作製し、倉吉の顔を救おう

とする取り組みもなされた。

　倉吉市はそれらの寄付金とも併せて、東京在

住の所有者から土地を購入し、かつてあった伝

統的な家屋の復元設計をすすめており、近く工

事に着手する予定となっている。

　地区の６０歳以上の人口が４２％を越え、独居老

人世帯や空き家がふえた地域の実情に沿った施

策が急がれる警鐘をこの火災は告げた。

第４章　鹿野町鹿野地区について

４．１　鹿野町の位置・地勢と歴史
　４．１．１　鹿野町の位置・地勢
　鹿野町は面積が５２・７７�で、東・西・南の三

方を山々に囲まれ町域の約６０％が標高２００ｍ以

上の地である。南部の鷲峰山（標高９２０．８ｍ）な

どに水源をもつ河内川・水谷川・末用川・浜村

川の流域の平坦地に開けた河谷平野に集落は分

布する。

　２００ｍ以上の地である。南部の鷲峰山（標高

９２０．８ｍ）などに水源をもつ河内川・水谷川・末

用川・浜村川の流域の平坦地に開けた河谷平野

に集落は分布する。

　気候は裏日本式気候の山陰型に区分され、や

や温暖だが、冬は北西の風が強くて降雨・降雪

が多い。
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図３－１５　火災前後の罹災家屋



　４．１．２　鹿野町の歴史
　中世における鹿野町は軍事上・交通上の重要

拠点として隣国但馬（山名氏）からの侵入や出

雲・安芸方面（尼子・毛利両氏）からの侵入、

さらに豊臣秀吉軍の侵入など争奪攻防の的と

なったが、尼子の遺臣で早くから秀吉に従い、

鳥取城攻めの戦功の大きかった亀井茲矩は天正

９年、気多郡１万３８００石を得て鹿野城主になっ

た。亀井茲矩の登場により平静を得て、その後

は城下町、近隣の物産集散地として発展して

いった。

　茲矩は関ヶ原の合戦では石田三成と意見があ

わず、徳川家康の東軍に組みして戦い、高草郡

２万４２００石を加増され、３万８千石を領有した。

茲矩から家督を引き継いだ政矩は５千石加増さ

れ４万３千石の所領になった。
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図４－１　鹿野城下復元略図�

註
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　しかし、鹿野城は元和元年の一国一城令によ

り破壊され、元和３年、石見国津和野城に転封

の幕命が下り、茲矩の子亀井政矩が津和野に転

封されると、これ以後鹿野は次第にさびれて

いった。

　亀井公の時代は、天正９年（１５８１）から元和

３年（１６８１）までの３７年間、亀井茲矩、政矩２

代にわたる期間である。この間、新田開発、植

林、治水、殖産興業、御朱印船貿易等々、実に

刮目すべき治政が実施され、「鹿野」が歴史の中

で一番輝いた時代である。

　鹿野のまちはこの時代にかたちづくられて

いったのである。まず、亀井茲矩は鹿野周辺を

流れる河内川、水谷川、末用川等の流路を改め、

大がかりな改修を行い、城の外郭を整備した。

　近世初期の城下町の神社、仏閣の配置は、軍

事上の拠点として配慮、重視されたものである

ことも忘れてはならないが、茲矩は城の周辺に

侍屋敷を配置し、その外側に町屋を設けた。現

存する町名は、小屋根・紺屋町・上町・立町・

下町・鍛治町・山根町・大工町であるが、これ

をみても、鹿野には商工業者の職人町があった

ことが分かる。そのほか、『拾遺鹿野故事談』に

よると、「津山町・八日町・新町・魚町・茶町・

河原町・スヤマ町・呉服町・ノボリ町・本町・

油点町」等の町名が記されている。このうち、

茶町は「茶苑小路」付近、河原町は紺屋町から

雲龍寺に至る道の南側、この隣に新町、魚町は

字「下町北側」の北、呉服町は大工町の南側に

あったと伝えられている。新町は町の大半が宝

木に移り、宝木新町を作った。

　街路は、城下町特有のＴ字路、�字路が各所

にみられ、遠見遮断が考えられている。道路の

幅員は商業の中心地区とみられる上町・下町が

約二間半で広く、職人町の大工町付近では約二

間となっている。また、侍屋敷は一間～一間半

で狭く、屈曲点を多くし防衛上の配慮がうかが

える。

　紺屋町、上町、下町、山根町、鍛冶町、大工

町、殿町、立町の幹線道路の側面には水路が作

られており、随所に石造の「せき」が設置され、

防火用水として水をたたえ、緊急事態に対応で

きるようになっている。

　池田藩政に変わっても亀井公以来の城下町と

しての伝統を持ち続け、「城主ナケレ共以前ノ城

下の遺風スタラス、所ノ名モ鹿野町ト稱シテ鹿

野村トイハス。今モ町ノ中ニ農商入リマシリテ、

商家多クアレバ鳥取ノ城下ニモ彷彿セル町小路

ナリ。」と『勝見名跡誌』に宝暦年間（１７５１～）

の鹿野の様子を伝えている。しかし、主要な街

道から外れていたため、在町としての発展には

限界があった。

　明治３年には鹿野村が成立し、翌年には鳥取

県に所属するが明治９年には島根県の所属に

なった。しかし、明治１４年には再び鳥取県の所

属になり、明治３２年には鹿野村に町制が施行さ

れた。昭和３０年には、１町２か村が合併して現

在の鹿野町が誕生したが、殿町・御茶苑・堀

端・鉄砲屋・的場・鍛治町・大工町・紺屋町等

の地名が残り、亀井公以来の中世末期の城下町

風情が残されている。

　４．１．３　調査対象地区の位置づけ
　鹿野地区は亀井公以来４００年の歴史の中で文化

をはぐくみながら、歴史で触れた遠見遮断をす

るＴ字路やＬ字の街路の他、切り妻家屋や格子

戸のまちなみ等城下町風情を残し、神社・仏閣

も地区内に点在する。

　現在の鹿野地区の家屋は昭和１８年の鳥取大震

災（鹿野町が震源地）で、建て替えられた家屋

が多く、それらのものの中には老朽化が進み、

最近新築改築されるものが多くなった。和風建

築の多いまちなみに不具合なデザインの洋風建

築もあらわれ、また、空き家、空き地となって

まちなみの連続性が途切れ、伝統的な景観を阻

害する例も散見されるようになった。

　鹿野町では亀井公ゆかりのこの地域に残る

「城山神社祭礼」鹿野祭りの御幸行列が映える

「祭りの似合う街」を町の整備構想の柱にして平

成６年鹿野町基本構想を策定した。これをもと

に、地区住民が主体的にまちなみ整備の指針を

つくり、現在、国庫補助事業「街なみ環境整備

事業」を御幸行列が繰り出す三つの通り８地区、

約３５０世帯で実施している。

　道路や水路、石灯籠などの環境整備は町がす

るものの、窓格子や腰板に漆喰の外壁など個人

の住宅整備の基準をつくり地区ごとに街づくり

協定書を全世帯の署名のもとにつくられている。
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　この歴史を大切にしている「鹿野」地域の実

態について把握し、検証するものである。

４．２　人口・世帯数等の特性
　４．２．１　総人口および世帯数の推移
　鹿野町の総人口は昭和３０年の勝谷村、小鷲河

村を合併して、現在の鹿野町になって以降、

６，０５５人（Ｓ３０国調）から徐々に人口を減らし、

昭和４５年の５，０４３人以降は５，０００人を下回り、平

成７年（１９９５）は４，５９８人、平成１２年（２０００）

は４，５９４人と減少にやや歯止めがかかった様子

である。

　しかし、逆に６５歳以上の高齢者は昭和３０年

（１９５５）の４９３人が、平成１２年（２００２）では２．８

倍の１，２７８人となり、高齢化率は平成２年

（１９９０）より２０％を超え、平成１４年は２９％であ

る。

　また、１５歳未満の年少人口は昭和４０年

（１９６５）には１，５９７人であったが平成１４年

（２００２）には６５０人まで大幅に減り、多い時の約

４割の人口となっている。子供がいなくなり、

高齢者の多い町となっている。

　昭和４０年（１９６５）から昭和６０年（１９８５）まで

の人口減少は大きいが、それ以降は鈍化してい

る。温泉付きの住宅団地の開発等が下げ止まり

に大きく影響していると考えられる。

　人口は減ったものの世帯数は昭和３０年代とほ

ぼ一緒の１，１００世帯前後である。人口構成からす
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図４－２

図４－３　鹿野町人口推移



ると年少の子供を持った若い世代が減り、独居

や老夫婦だけの世帯が増えている。６５歳以上の

いる世帯は昭和４０年代には全世帯の約４割で

あったが、今は７割近くある。

　４．２．２　鹿野地区の人口推移
　町内ごとの古いデータがないが、鹿野町全体

では昭和４０年（１９６５）代からほぼ人口を現状維

持してきており、世帯数においては若干の伸び

が見られる。その中にあって、町の中央にあた

る鹿野の城下８町内はデータの残っていた平成

２年（１９９０）以降について見ても、１４４０人が

１２７６人と１０％以上の減少がある。世帯数も人口

の減少ほどはないが３５８世帯が３４２世帯とやや

減っている。

　町全体の人口減の歯止めになっているのは国

道９号に近く温泉の泉源のある勝谷地区で、温

泉付きの宅地分譲などもやっている。山間部で

ある小鷲河地区等は人口、世帯数とも減少は大

きい。

　４．２．３　町内別人口・世帯数の推移
　鹿野城下の８町内のうち山根町だけが減少し

ていないがあとの７町内とも減少している。減

少の大きいのは立町、上町、大工町で、平成２

年（１９９０）から平成１５年（２００３）までにそれぞ

れ９４人から７５人へ、２１３人から１７７人へ、３３５人

から　２８６人へと減少している。その他１．５割以

内の減少である。

　世帯数は同時期で上町の５０世帯から４５世帯、

大工町の７９世帯から７４世帯、鍛冶町の４４世帯か

ら４０世帯の減少の他はほぼ同数である。

　世帯数が減らず、人口が減っているが、町の

人口構成から考えると高齢者の単身世帯や高齢

者夫婦の世帯が多い。

４．３　アンケートによる居住の実態と意識の変化
　４．３．１　調査地域の居住形態
　この調査対象３４２世帯のうち２５０世帯から回答

があった。

　有効な２４８世帯の回答のうち８７％にあたる２１５

世帯は住居専用であり、完全な住居地であるこ

とがわかる。店舗はわずかに６件の２％である。

　４．３．２　土地利用、業務の現況と今後の動向
　住宅及び住宅に付属する倉庫・物置がほとん

どで、神社、仏閣が２～３％をしめる。その他

の業務用施設は地区内にはほとんどなく、役場

前の県道沿いに移転している。なお、ＪＡ跡地

など空き地、空家も散見される。

　今後、住み続けるか・事業をつづけるかの質

問に答えた２１０の回答のうち、住居の地区外予定
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図４－５　鹿野町及び城下町地区人口推移（指数）図４－４　鹿野町における人口と世帯数の変化



は２、店舗の地区外予定は１の回答であった。

　４．３．３　まちに対する意識の変化
　古いまちなみが残り、４００年の伝統がある祭礼

「鹿野まつり」が今も行われているこの地域の人

達のまちに対する意識はどうなのだろうか。

　まず、アンケートで建物の建設年代を尋ねた。

総数２４０の内で江戸末期が５件、明治時代が１３

件、大正時代が７件もあった。年代的に見れば

十分、文化財になりうる家屋である。また、こ

の地区は昭和１８年の鳥取大震災の震源地であっ

たため多くの家屋が倒壊し、それ以後に建てら

れたものが多い。したがって、昭和１８年以前の

建物は震度６に耐えたしっかりした家屋である

といえる。

　建物に対する満足度は６８％と高い。古くて不

満はわずかに１４件、７％である。

　また、地域内の生活の利便性に対する要望で

は、公共交通機関に対するもの、駐車スペース

に関する要望が高い。まちなみ整備に併せて注

目すべきは憩いの場・広場の要求がかなりある

ことである。

４．４　歴史的まちなみを活かした今後の方向
　４．４．１　祭りの似合うまちなみ整備
　歴史的なまちなみや伝統があるにもかかわら

ず、それを十分活かしていないのではないかと

鹿野まつりを運営する若者衆がまちづくりのボ
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図４－７　この建物はいつ建てられましたか図４－６　この建物の全般的用途

図４－８　建物の古さと満足度

図４－９　地域内生活の利便性について、充実してほしい点



ランティア団体「セクションドリーム」を平成

７年に設立、鹿野町役場も平成６年策定のまち

づくり指針にもとづき、平成７年に街なみ整備

基本方針を定めて「景観に優れた住環境を創出

し、住民が誇りをもって定住でき、また観光に

も寄与できる街なみの形成」を目指して、平成

８年度から建設省の街なみ環境整備事業を活用

した景観整備に取り組んだ。

　日本瓦葺きで、平入りとして、外壁は極力鎧

風の板張りや漆喰を使用するなどの住民協定が

この祭りがくり歩く、８町内すべてで結ばれた。

　４．４．２　鹿野夢本陣のオープンと住民の反応
　鹿野夢本陣は鍛冶町にあった空き家の有効活

用をセクションドリームのメンバーが「いん

しゅう鹿野まちづくり協議会」に会を改組して

取り組み、実現したものである。

　まちづくりの目的達成のための施設として、　

　①まちづくり活動の事務所機能

　　②協議会会員と町民のコミュニティーセン

ター機能

　③伝統工芸品の作成　伝承機能

　④食品加工品の生産・開発機能

をもたせて、平成１４年６月オープンしたが十分

機能していない。

　スポットになってよかったとの意見もあるが、

どこにあるのか知らないとの意見もありまだ認

識度が低い。空き家がきれいに整備されたので、

まちをきれいにしたいとの意見が多かった。

　４．４．３　「街なみ環境整備事業」のまちづくり
　事業着手にあたっては、行政主導ではなく住

民主導による街づくりを進めることとし、整備

目標を住民が目的達成に向けて一丸となって取

り組める、共通の価値観「祭り」に設定。住民

主導で鹿野祭りの似合う和風の街なみ景観形成

に取り組んでいる。

　もともと整備の基本方針の策定の段階から、

住民代表による検討委員会を組織し、そこでの

話し合いを基に、通りごとの特徴をより顕在化
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図４－１２　高田年康邸土蔵修繕工事

図４－１１　「鹿野ゆめ本陣」の成立が地域生活に与えた影響について

図４－１０　夢本陣（外部）



させるため「祭り通り」「城山通り」「水音通り」

など整備テーマを決め、これに相応した整備を

推進すること、また空き地、空家及び水路等を

積極的に活用して、地域住民等の利便性やコ

ミュニティー活動に寄与できる施設を整備する

ことなどを取り決めて実施された。

　この大枠をもとに、行政と８自治会それぞれ

で整備案を検討し、計画を策定している。

　策定にあたっては、行政が自治会にたたき台

を持ち込むのではなく、大枠だけ示して、白紙

の状態から内容を検討してもらい、８自治会そ

れぞれが住民発意による独自の整備計画を策定

した。

　これには「自分たちの街は自分たちでつくる」

という住民意識の定着を進める大きな意味も

あった。

第５章　歴史的まちなみ再生とこれからの展望

５．１　歴史的まちなみ再生の価値
　本研究は、鳥取県倉吉市、鹿野町、智頭町を事

例として、歴史的なまちの背景を把握し、そこで

行われているまちづくりが地域の活性化にどのよ

うなことが有効であったのか明らかにする目的で

行なわれたものである。

　倉吉市では都市の二極分化や国鉄の廃止などで、

郊外化、モータリゼーションの進行以前にすでに、

衰退がはじまっていた。また、鹿野町、智頭町で

も過疎化は緩やかにしかし確実に進んでいたので

ある。高齢化の進行や人口減少は行政上の失策や

怠慢ではなく人口構成上の必然の結果である。そ

のことをわきまえながら、地域の中で快適に充実

感のある生活が営まれるのかが問われてきている

のである。

　その一つの手法として地域の歴史や文化を見直

し、その一環としてまちなみを再生整備し、成功

している事例もあらわれてきている。

　鳥取県でも倉吉市が平成１０年重要伝統的建造物

群保存地区の指定を受け、また民間でも空き家を

利用した店舗などを開店し賑わいを取り戻そうと

模索している。また、鹿野町は伝統的な祭りに似

合うまちなみをテーマに街なみ環境整備事業を実

施している。さらに、智頭町では山林地主の石谷

家より住宅の寄贈を受け、住宅を公開しまちなみ

とあわせた散策観光が始まっている。それぞれ、

地域独自の歴史風土、伝統文化が違うものの、歴

史的まちなみという同じキーワードでまちづくり

をすすめて、独自の魅力づくりに懸命になってい

る。

　アンケートや聞き取り調査であきらかになった

ことは自分たちの歴史文化を大切にし、美しいま

ちなみ整備をすることで、またさらに建物やまち

をきれいにしたいという気持ちを起こさせる、善

循環の効果があるという知見を得たことである。

　そのためには、まずまちを好きになること。そ

れはまちのことをよく知ること。まず、まちの成

り立ちや歴史文化をよく調べること。それには、

目に見えるものと見えないものと多様にあるが、

それらは一つ一つが地域のアイデンティティを形

成しているものである。

　歴史的な景観にはその土地の住み良さの工夫が

内蔵なれている場合も多い。現代の技術はそうし

た歴史的民家の知恵に及ばないこともあり、私た

ちはそこから学ぶべきだということになる。しか

し、全く、過去の状態のままということではなく、

変化していく社会や文化や技術の条件を考慮しな

がら、今後に残して行くべき高い価値のある空間

をつくっていくことはとても意義深いことである。

　これは、建築や都市計画の専門家がつくるので

はなく、地域に住む住民自らが構築していくもの

ではなかろうか。いきいきとした生活空間と歴史

的まちなみ再生は二律背反するものではなく、新

しい文化は歴史的まちなみからも創造されて、さ

らに歴史を積み重ねていくものだと思慮するもの

である。

５．２　歴史的なまちなみ再生の課題と展望
　「歴史的まちなみ」再生の現実的な効果はより精

神的な価値であるが、その活用と再生は、私たち

の日常生活にも，大きな価値を生み出す。この点

については、すでに多くの意見があるが最後に今

一度整理しておく。

　１番目は、一般に「活性化」や「地域振興」と

呼ばれているもの。

　地域に対する経済的プラス効果である。最近は、

歴史的遺産を活用して多くの観光客を引きつける

都市や村が少しずつであるが着実に増えてきてい

る。とくに、これまでは観光資源と考えられな
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かった目立たない歴史的遺産をうまく活用した例

がかなりある。

　２番目は、歴史的遺産を保存してゆく場合の経

済的負担の軽減。

　歴史的な建物と遺跡は、それらを修復して維持

してゆくのにはかなりの費用が必要であるが、活

用による収入でそれらのすべての費用を賄えるこ

とは少ないがかなりの経費軽減になる。

　３番目は、エネルギー消費の節減。

　現代生活における多量のエネルギー消費が、地

球の温暖化をもたらしこれからの人類の生活に大

きな脅威となることは明らかだが、その節減の実

行は進んでいない。

　古くなった建物も、できるだけ再生・活用して

使う。もし壊すような場合でも、木材などは再利

用しようという運動が世界的に起こってきている

が日本でもそのような動きがあるが、これから進

めて行くべき課題である。

　最後の４番目は、歴史的遺産の保存とその活

用・再生が、私たちの日常の生活に与える豊かな

楽しみ。

　私たちは、日常生活でも旅先でも、古びた建物

や小川にかかる石橋などに出会うと何かほっとし

た気持ちになる。それは特に有名な建物や，年代

のごく古い遺物とは限らない。

　歴史を経たものが，身の回りのあちらこちらに

豊富にあって見たり体験したりする機会が多いこ

との楽しみを適切な言葉で表すのは困難だが、イ

ギリスでは，アメニティ（�������）という言葉で、

そのような楽しみを呼んでいる。日本語では趣、

感興がそれに近いが、そのような趣のある「まち

づくり」がこれからの日本に求められ、必要とさ

れているのである。
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